事後審査型条件付一般競争入札における参加資格の確認について




※配置予定技術者の雇用関係を証する書類の写し

・監理技術者資格者証（所属事業者名が記載されているもの）
​・住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
​・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
​・技術職員名簿（経営事項審査申請書類）
・商業登記簿謄本の役員名簿
・源泉徴収票
[bookmark: _GoBack]​・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）
​・その他公的機関の発行した書類で雇用関係が確認できるもの

≪注意≫
専任の監理技術者等については、入札参加申請日以前に３か月以上の雇用関係を証明できることが必要です。

